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源泉所得税事務の運営方針等

I 基本方針

源泉徴収制度は、申告納税制度と並び、税務行政上極めて重要な制度であり、源泉

所得税の事務については、源泉徴収義務者による適正な義務の履行を確保することが

重要である。

また、事務運営に当たっては、①源泉徴収義務者の的確な把握・管理、②源泉所得

税事務集中処理センター室を中心とした効率的な未納整理、③重点的かつ深度ある調

査の実施を基本とし、事務が全体として最も効果的・効率的に運営されるよう努める

こととしている。

Ⅱ源泉所得税事務の現状

1 源泉徴収義務者数及び課税事績等の概要

（1）源泉徴収義務者数

源泉所得税の大宗を占める給与所得に係る源泉徴収義務者数は、平成30年6

月末で353万件(法人251万件､個人102万件)、前年対比100.0%となっている。

（表1）

（2）課税事績

平成29事務年度（平成29.7～30.6）における源泉所得税の税額は18兆1,517

億円（前年対比106.5%) となっている｡ （表2)

（注）国税収入に占める源泉所得税の割合は26.6％（平成31年度当初予算額（表3)）

（3）調査事績

平成29事務年度に調査等を行った件数は、 11万6千件（前年対比100.0%)、

このうち非違のあったものは3万6千件（前年対比101.0％）で、追徴税額は304

億円（前年対比108.3％） となっている。 （表4－1， 4－2）

2執行体制の現状

平成30事務年度における源泉所得税事務の執行体制は、源泉担当統括官設置署

が全体の約3割、定員2名以下の署が全体の約6割を占める状況にあることから、

局署における管内事情等も十分踏まえた上、事務が最も効果的・効率的に運営され

るよう配意している。 （表5， 6）



令和元事務年度における重点課題

1 源泉徴収制度の的確な周知・広報

源泉徴収制度の適切な運営を確保する観点から、源泉徴収義務者に対し、月々の

源泉徴収や年末調整事務の適切な履行及び毎年の税制改正に対する速やかな対応

等を求めていることを十分認識し、源泉徴収義務者のニーズに応じ、年末調整説明

会の開催やパンフレットの送付等による制度の的確な周知・広報に努める。

また、機会あるごとに源泉徴収制度への理解と協力を得て、確実な徴収の実現に

努める。

Ⅲ

2源泉徴収義務者への早期・確実な納付指導

（1）未納の早期・確実な処理

未納整理の実施に当たっては、未納発生の抑制、未納者への早期接触、 自主納

付の推進などの取組を行うことにより未納の早期・確実な処理に努めるとともに、

源泉所得税事務集中処理センター室を中心に効率的な未納整理に努める。

また、過年分納付遅延者については、原則、事務年度内に処理が完了するよう、

計画的に未納整理を実施する。特に、集中化対象署においては、センター処理によ

り削減された事務量を必要に応じ、過年分納付遅延者、大口納付遅延者など処理困

難な未納者への対応に充てるなど、効率的な処理に努める。

なお、悪質な大口納付遅延者など未納整理の処理困難事案については、署にお

いて個別に管理し、実地の調査を実施するなど確実な処理に努める。

おって、局は署における未納の処理状況を把握し、効果的・効率的な運営が図

られるよう、適時・適切な関与を行う。 （表7， 8）

（2）未納の未然防止

説明会や調査等のあらゆる機会を通じて期限内納付についての認識を高めるな

ど、未納の未然防止に努める。

3調査関係事務の充実

源泉担当者による源泉所得税の調査の実施に当たっては、内部事務や未納整理事

務の効率的な処理を通じて調査事務量を最大限確保した上で、効果的・効率的な調

査を実施することに配意し、源泉国際課税や多額な報酬・料金等の支払など真に源

泉所得税固有の問題を解明する必要があると認められる源泉徴収義務者に対して

は、重点的かつ深度ある源泉実地調査を実施する。

また、事業規模や調査すべき項目等から短時日により処理が可能と認められる源

泉徴収義務者などに対しては、源泉確認調査を実施する。

なお、署所管法人又は個人事業者に対しては、原則として、法源消同時調査又は

所源消同時調査において源泉所得税の調査を実施するが、源泉担当者が調査を行う

場合は、源泉所得税に関する専門的な知識や高度な調査手法が必要であるなど真に

源泉担当者でなければ調査できない事案に限定して実施する。

このほか、行政指導等の実施に当たっては、計画的な処理に努めるとともに、特

定部署に集約するなど、効率的な処理に努める。



(1)源泉国際課税に関する調査

源泉国際課税に関する調査については、国外送金等調書などの資料情報や租税

条約に関する届出書等から調査必要度の高い事案を的確に選定し、租税条約等に

基づく情報交換制度なども活用しつつ、積極的に調査を実施する。 （表9－1，

9－2）

(2)調査課所管法人に対する調査

調査課所管法人に対する調査については､源泉所得税の観点から調査必要度の

高い事案を的確に選定する。

また、局調査部との同時期調査については、局調査部による法人税調査との連

携・協調により効率的な調査が可能であること、同時期調査は源泉徴収義務者に

とって負担軽減となることなどから、積極的に実施する。ただし、源泉所得税の

観点から調査必要度が高い事案については、同時期調査にこだわることなく源泉

担当者による単独調査を実施する。 （表10）

(3)公益法人等に対する調査

収益事業を行わない公益法人等に対しては､長期未接触となることがないよう

必要に応じて書面照会なども活用して実態の把握に努めるとともに､調査必要度

の高い事案については深度ある調査を実施する。 （表11)

(4)行政指導事務（扶養是正）の効率化に向けた取組

地方公共団体から国への扶養是正データの提供については、国・地方双方の事

務の効率化が図られるものであるため、引き続き、地方公共団体に対しシステム

対応に向けた働き掛けを行い、更なる利用の拡大に向けて、地方公共団体と十分

に連携・協議を行う。



【参考計表】

(表1）給与所得の源泉徴収義務者数の状況（事務年度末）
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(表4－1）源泉所得税の調査事績の状況

(表4－2）接触態様別の調査件数等の状況（平成29事務年度）
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＝
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(116千件）
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I

源泉実地(確認)調査46％
（140億円）

(表5）源泉担当統括官設置署等の状況（平成30年フ月現在）

(表6）稼働日数の状況

(注） 1源泉所得税事務集中処理センター室の稼働日数は含まれていない。

2各欄の下段は､職員の日数であり、上段はアルバイトの日数である。
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(表フ）未納者数等の状況（事務年度末）

(表S)源泉所得税事務の集中化の状況（平成30事務年度）

局名

区分

(注） 沖縄所においては、 「源泉所得税コールセンター室」により集中化を実施（平成30年10

月から）

(表g-1)非居住者等所得に係る非違の状況（同時調査及び源泉実地調査等の合計）
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課税漏れ支払金額 百万円 91.736 30,904 55,534 179.7％

追徴本税額 百万円 16．988 4,253 7.828 184. 1％



(表g-2)源泉徴収の対象となる非居住者等所得

(表10）調査課所管法人に対する同時期調査の状況

(表11）公益法人等に対する源泉所得税の調査の状況

支払を受ける者 源泉徴収の対象とされている非居住者等所得の種類

非居住者

[居住者以外の個人］

又は

外国法人

[内国法人以外の法人］

1 次に掲げる対価等で国内にその源泉があるもの

(1)組合契約事業利益の配分

(2) 土地等の譲渡による対価

(3) 人的役務の提供事業を行う者が受けるその役務の提供の対価

(4) 不動産､船舶､航空機等の貸付けの対価及び地上権等の設定の対価

(5) 利子等

(6)配当等

(7) 貸付金の利子

(8) 工業所有権､著作権等の使用料又は譲渡の対価及び機械装置等の使用料

(9)給与その他人的役務の提供に対する報酬､公的年金等､退職手当等(非居住者のみ）

(10）事業の広告宣伝のための賞金

(11）生命保険契約･損害保険契約等に基づく年金

(12）定期積金の給付補填金等

(13）匿名組合契約等に基づく利益の分配

2 未成年者口座を開設する恒久的施設を有する非居住者が､3月31日において18歳である
年の前年12月31日までに､契約不履行等事由が生じた場合の一定の譲渡対価の額等

3 恒久的施設を有する非居住者等が行う特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等

4 懸賞金付預貯金等の懸賞金等

5 割引債の償還差益

6 割引債の償還金に係る差益金額
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(2021事務年度末）

医~又~課~涙~調

公益財団法人全国法人会総連合の概要

1 沿革

申告納税制度が導入された昭和22年前後から、企業の自発的な納税協力団体とし

て全国各地で法人会が逐次結成され､その後､都道府県単位の連合会が順次結成され、

昭和29年に全国組織として「全国法人会総連合」が結成された。

全法連は、昭和50年に公益法人としての設立が許可され、 「財団法人全国法人会

■総連合」 となり、平成23年3月に新公益法人制度における公益財団法人としての認

定を内閣府公益認定等委員会から受け、同年4月から「公益財団法人全国法人会総

連合」 となった。

2全法連と法人会の組織

法人会は、納税協会が組織されている大阪国税局管内を除き、原則「一税務署・一

法人会」 として結成されており （440法人会)、都道府県単位では連合会が結成され

ている（41連合会)。

全法連は全国組織として法人会及び連合会を統括しており、平成30年12月時点の

全国の会員数は約77万社、加入率は36.6％（全法連調べ） となっている。

なお、新たな公益法人制度の下、全国法人会総連合の方針に沿って388の法人会が

公益社団法人に移行している（その他は一般社団法人に移行)。

(組織図）

－■■■■■■■I■■■■■■■■■■■■■■■

(注1） 「一税務署・一法人会」の例外として、熊本西署及び熊本東署管内は、熊本法人会の1法人会である。

(注2） 一般社団法人に移行した法人会であっても、公益事業比率等の公益認定に係る条件を満たすことで、公益

社団法人への移行申請が可能である。

なお、連合会については、単位会の取りまとめ等の事務が中心となり、公益事業比率の条件を満たさない

ケースが多い理由から、そのほとんどが一般社団法人へ移行している。

全法連
都道府県法人会連合会

(県連) 41会

法人会

(単位会） 440会



3全法連の目的及び活動内容

全法連は、法人会と連携し、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に

関する提言を行い、もって我が国における適正・公平な申告納税制度の維持・発展と

税務行政の円滑な執行に寄与すると共に､我が国各地における企業活動の活性化と社

会の健全な発展に貢献することを目的としている（定款第3条)。

その主な事業内容は次のとおりであるが、 e-Taxの推進についても、会員企業等へ

積極的にPRを行うなど力を入れている。

（1）法人会が行う活動に対する助成

全国の法人会が行う公益を目的とする事業（税に関する研修会、租税教育活動

等）に対する資金助成

（2）税知識の普及啓発

イ決算法人説明会、新設法人説明会及び改正税法説明会などの税に関する各種

説明会等の開催

ロ青年部会が中心となって実施する小学生を対象とした租税教室

ハ女性部会が中心となって実施する小学生を対象とした「税に関する絵はがき

コンクール」 （国税庁後援）

二税務や企業経営に関する研修用教材の作成・配布

ホ機関誌「ほうじん」の発刊など税に関する広報

へ企業の税務コンブライアンスの向上のための取り組み(国税庁後援）

※企業の内部統制や会計経理面の質的向上に向けた個々の企業における自主的な点

検を促す取組をいう。

全法連では、日税連の監修の下､企業が自主的に点検するためのツールである「自

主点検チェックシート」 と 「自主点検ガイドブック」を作成し、これを会員企業の

みならず、広く一般に配布している。

また、 「自主点検チェックシート」を使用した企業のニーズを踏まえ、平成27年

4月に入門編のチェックシートを作成している。

（3）税制改正要望

税制に関する会員企業の要望をとりまとめ、 「税制改正に関する提言」 として財

務省（税制改正要望に関する意見募集への応募）に提出

（4）会員企業に係る保険料収納代行

会員企業を対象とした生命保険等の契約に係る保険料の収納などの事務代行

4国税当局との連携・協調

新公益法人制度への移行後においては、国税庁は監督官庁ではなくなったものの、

これまでの信頼・協力関係が変わるものではないとしており、引き続き連携・協調を

図っているところである。

また、関係民間団体との連携・協調については、事務系統横断的に必要な体制を整

備した上で、関係民間団体の現状やニーズ等を把握し、有効な取組事例等を参考に連

携・協調策を策定するとともに、関係民間団体の重要性について職員の意識の醸成を

図りつつ、各地域の実情を踏まえた上で一層の連携・協調に努めることとしている。



なお、各施策の取組状況については、適切に評価・分析し、その結果を確実に翌事

務年度に引く継ぐこととしている。

(1) 各種行事等への積極的な参加

全国大会や新年賀詞交歓会をはじめとする各種行事等に庁局署の幹部が積極的

に参加している。

(2) 各種説明会等の充実

税に関する各種説明会等については、団体のニーズ等を把握した上で、署職員

を講師として積極的に派遣することとしている。また、新設法人説明会等につい

ては、可能な限り署と法人会との共同開催により実施することとし、説明会の充

実を図ることとしている。

(3) 『税に関する絵はがきコンクール」の後援

「税に関する絵はがきコンクール」については、平成24年度以降、毎年、国税

庁の後援事業としている。

なお、平成29年度からは、当該コンクールの活性化にも資するため、優秀作品

に対して税務署長賞を授与しており、令和元年度からは、新たに局長賞を授与す

ることとしている。

(4) 「自主点検チェックシート」の後援

本取組については、国税庁の使命である「納税者の自発的な納税義務の履行を

適正かつ円滑に実現する」ことにも合致するため、当局として後押ししており、

税に関する各種説明会等において、署職員が自主点検チェックシートによる点検

の意義（内部不正の未然防止等）を説明するなど、納税者への周知を行っている。

また、平成27年4月以降、国税庁の後援事業としており、法人会からの求めに

応じて、署の窓口に自主点検チェックシートを備え付けている。

なお、平成30年4月1日以後終了事業年度から、法人税申告書に添付されてい

る法人事業概況説明書に社内監査欄が設けられており、 「自主点検チェックシー

ト」を活用して社内監査を実施した場合には、その旨を記載できることとしている。
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○岩井和雄

(元高松国税局長）
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